
❶対象者（世帯単位）
基準日時点で豊前市に住民票がある世帯で、世帯全員の令和５年度分の住民税

（令和４年１月～１２月の収入を基に算定）が均等割非課税または均等割のみ課税である世帯

低所得の子育て世帯の方※へ
※令和5年度住民税均等割非課税世帯または住民税均等割のみ課税世帯の方

こども加算（児童１人あたり５万円）
のご案内

豊前市低所得者支援給付金

物価高騰による負担増を踏まえ、対象世帯への給付の加算（こども加算）を支給します。

給付対象 基準日：令和５年１２月１日

※なお、世帯全員が課税者から扶養されている世帯は、原則として支給対象外です。❷加算対象となる児童の範囲
原則として上記➊の給付対象世帯と基準日（令和5年12月1日）において同一世帯となっている
１８歳以下（平成１７年４月２日生まれ以降）の児童

例外的に対象となる児童‥‥‥‥‥‥ア．基準日以降に生まれた新生児※1

イ．対象世帯とは別世帯だが扶養している児童（申請が必要）
例外的に対象とならない児童‥‥‥‥施設入所児童は、対象世帯から施設への住民票の異動有無に

かかわらず、原則として対象外※2

※１ 基準日時点で豊前市に住民票がある対象世帯で、その後、他の市町村へ転出した後に出生した児童に係るこども加算は、豊前市への申請が必要です。
詳細はコールセンターへお問合せください。

※２ 里子として養育されている児童は、給付対象世帯と同一世帯である場合、加算の対象となります。

給付額 ５万円児童１人あたり （世帯主に対象児童分を合算して支給します）

受給手続 対象世帯には、市から関係書類を送付します。

対 象 市からの発送書類 主な手続き

対象世帯と基準日において
同一世帯の18歳以下の児童
(上記給付対象❷イを除く)

支給決定通知書

【プッシュ型】

手続は不要です

給付金の支給実績がある世帯に対象
が限られるため、市において同一口
座への支給手続きを実施します。

例外：上記給付対象❷イ（対象世帯とは別世帯だが扶養している児童）の世帯は、申請が必要です。

支給スケジュール

①手続不要の方

住民税は「均等割」と
「所得割」で構成されています

５月中旬から対象者へ「支給決定通知書」を順次送付の上、

給付金（７万円または１０万円）と同一の口座へ支給します。

②申請が必要な方
対象世帯の方で、別世帯だが扶養している
児童がいる場合（上記給付対象❷イ）

こども加算の受給を希望される方は、

申請書をご記入のうえ、郵送してください。

申請期限 令和６年８月２３日(金)消印有効

●審査の上、支給要件を満たした場合、児童1人あたり５万円を支給します。

申請方法は裏面へ

支給時期の留意点

支給スケジュールの都合上、「こども加算」は、現在実施中の①令和５年度非課税給付(７万円)
②令和５年度均等割のみ課税給付(１０万円)の支給後に、同一口座へ“別途”支給します。

重要



支給対象世帯確認フローチャート ※当チャートは一般的な事例を想定しています。

世帯全員が令和５年度
住民税非課税者

世帯全員が課税者から
扶養されている

対
象
外

・別居の親・子等から扶養されている（例：大学生等）
・社会人１年目で、令和４年は扶養されていた

・単身赴任の課税者から扶養されている 等

※令和５年１２月１日時点で豊前市に住民票がある世帯が前提条件です。

はい
はいはい

いいえ いいえ

世帯全員が令和５年度住民税
均等割のみ課税者

いいえ

はい

加算対象となる児童は１８歳以下(平成１７年４月２日生まれ以降)である

はい

例外として、基準日の翌日（Ｒ5.12.2）以降
に生まれた新生児も対象になります

給付対象となる世帯主と対象児童は同一世帯である。

いいえ

対象外

はい いいえ

対象外

現在実施中の
①令和５年度非課税給付（７万円）、または
②令和５年度均等割のみ課税給付（１０万円）の
いずれかを受給した

申請が必要 です

申請期限

令和６年８月２３日(金)
申請書をご記入のうえ、郵送で申請してください。
審査の上、結果をお知らせします。

はい いいえ

手続は不要 です

５月中旬 から
支給決定通知書を順次送付・支給

①令和５年度非課税給付（７万円）、または
②令和５年度均等割のみ課税給付（１０万円）の
支給が終わるのをお待ちください

支給後

別世帯で扶養している児童(給付対象❷イ）に係る申請方法（郵送のみ）

受給申請書は、市ホームページにて入手できます。（ホームページからの入手が難しい場合は、コールセンターに
お問合せください。）

申請に
必要な書類

①申請書
②扶養児童分の住民票謄本(児童の属する世帯全員及び続柄が記載された住民票の写し)
③本人確認書類（免許証、マイナンバーカード、パスポート、健康保険証のコピー）

<送付先> 〒828-8790 豊前市大字吉木955番地 豊前市重点支援給付金事務局

重要 申請に不備があると受給が大幅に遅れます。必要書類（①～③の３点セット）を必ず同封してください。

申請から
受給まで

申請書の到着から審査～振込完了までには、少なくとも２～３週間程度かかります。申請の受付状況等によって
変わる場合もありますので、目安にしてください。（申請に不備があれば支給には時間がかかります。）

ご注意ください

最新の詳細は、豊前市ホームページで
ご確認ください

前回の子育て世帯向けの給付金（子育て世帯生活支援特別給付金※）と今回の「こども加算」では対象世帯の
条件が一部異なります。
前回の受給者のうち「住民税所得割課税対象者」がいる世帯などは、対象外となりますのでご注意ください。

※児童扶養手当の受給者、家計急変世帯のひとり親世帯などに対し、住民税、
所得割の課税状況にかかわらず、児童1人あたり５万円を給付する制度

お問い合わせ

豊前市重点支援給付金コールセンター

☎TEL：0120-034-553
受付時間 平日9：00～17：00（土日祝を除く）

豊前市ホームページ

URL  https://www.city.buzen.lg.jp/
kyuuhukin/r5-kintowari-kosodate.
html

https://www.city.buzen.lg.jp/

